
  

第2部    アジアNIEs・アセアン諸国の賃金変化
第2章    韓国の賃金事情

第1節    戦後経済発展の歩みと賃金の変化
1    戦後の経済発展の歩み

韓国の賃金の変化の背景となる経済発展の歩みを時代区分ごとに賃金事情に関連させながら概略をまと
める。
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(1)    経済開発計画樹立以前(1945～61年)

第2次世界大戦後、日本の植民地から解放されたものの、1945年8月には朝鮮半島は南北に分断され、韓
国は米国の軍政下に置かれた。48年8月、「大韓民国」として独立政府が樹立されたが、50年6月には朝
鮮戦争が勃発し(1950年6月～53年7月)、韓国は経済基盤に大きな被害を受けた。休戦後、繊維工業を始
めとする軽工業化も進み始め、戦後復興が進んだが、この時期の韓国は依然として農業本位国であった
といえる。

なお、53年には、「労働組合法」等の労働関係諸法が公布、施行されるとともに、労働組合の再編も進
んだが、経営者側は経営の経験が浅く、労働者に対する認識も前近代的なものであったといわれてい
る。

なお、現在韓国唯一のナショナルセンターである韓国労働組合総連盟(労総)は、それまであった労組の改
編により61年に設立された。
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(2)    第1次～第3次経済開発5ヵ年計画期(1962～76年)

韓国が急速な経済発展を成し遂げ始めたのは、60年代以降である。朴正煕大統領政権下、1962年に第1
次経済開発5ヵ年計画(62年～66年)を実施し、続いて第2次(1967～71年)、第3次(72～76年)と進められた
( 図2-2-1 )。政府は、当初第1次計画期間中の経済成長目標を7.1%としていたが、実績はこれを上回る
8.6%の高成長を達成した。

この間における産業別国内総生産(シェア)をみると( 表2-2-1 )、第1次及び第2次計画期間中の製造業は、
それぞれ10.2%、16.3%と大きく上昇しているものの、農林水産業の43.6%、32.8%を下回っていた。し
かし、第3次計画期間中には製造業が25.5%に達したのに対し農林水産業が24.5%と逆転し、以後もこの
傾向はさらに進んだ。すなわち、農業本位国から工業国へと急速に変化した。

図2-2-1 経済成長率の推移(1960～76年)

表2-2-1 産業別国内総生産の変化(名目価格)(シェア)
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また、産業別生産成長率( 表2-2-2 )をみると、63～67年はタングステンに代表される非金属鉱物製品の
成長が最も高く、以後繊維・衣服・皮革の軽工業、さらに金属加工機械設備等重化学工業へと産業構造
が変化している姿がみてとれる。第3次計画期間中には浦項製鉄所が完成したほか、巨大タンカーの建造
も行われ、乗用車やカラーテレビの生産も始まった。

韓国政府は輸出指向型工業化政策を押し進め、海外市場へ積極的な輸出を促進し、輸出額は年々増加の
一途をたどった( 表2-2-3 )。政府は、こうした輸出促進政策を進めるため、賃金面では国際競争力を重視
した低賃金政策を採った。すなわち、「賃金上昇→製造原価上昇→国際競争力の弱化→物価上昇→企業
の採算の悪化」の悪循環を避けるという基本姿勢にあった。

表2-2-2 産業別生産成長率(1963～89年)

表2-2-3 輸出入と国際収支の推移(1962～76年)
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(3)    第4次5ヵ年計画期(1977～80年)

1977年から始まった第4次5ヵ年計画(77～81年)期間中も当初順調な経済成長を遂げていたが、80年
に、62年以来の計画経済で初めてマイナス成長を記録した。これは、1)70年代後半にインフレ傾向が高
まっていた上79年に第2次石油ショックが起こりインフレが生じたこと( 図2-2-2 )、2)79年10月朴大統領
暗殺事件に端を発した政治・社会的混乱、3)80年の異常低温による米穀の大凶作等によるものである。

表題の期間について、賃金事情面で特筆すべきことは、技術者、技能工等の労働力不足の問題が生じ、
さらにそれが全体的に広がり、以後賃金上昇の規定要因として労働力不足が大きな影響を与え始めたこ
とである。失業率の推移をみると、60年代に非常に高かった失業率が70年代には4%台となり、76年には
3%台、そして78年には3.2%となった( 図2-2-3 )。また、公共職業安定所の求人倍率も77年には1倍を超
え、79年には1.23倍まで達し、労働市場の逼迫状況が進んだ( 図2-2-3 )。なお、80年のマイナス経済成長
に伴い、失業率は80年5.2%、81年～83年は4%台、求人倍率も81年及び82年は1倍を割ったが、景気が
回復し、以後順調な経済発展に伴って、これまで以上に労働力の逼迫状況は進行し、表題の時期を契機
として労働力不足状態が賃金上昇に大きな影響を与えていった。なお、 表2-2-4 は農林漁業及び非農林
漁業別就業者の推移である。非農林漁業の就業者数は、60年代以後の工業化によって大幅な増加を続け
た。一方、農林漁業の就業者数は、76年をピークとして減少し始め、80年465万人、90年329万人となっ
た。60年代まで農林漁業には大量の過剰労働力が存在し、拡大する非農林漁業労働力の供給源となって
いたが、表題の時期頃から農林漁業等も過少労働力状態へと変貌し、雇用労働力の大きな供給源から変
質するに至った。

図2-2-2 消費者物価上昇率の推移(1977～82年)

図2-2-3 失業率と求人倍率の推移
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表2-2-4 農林漁業、非農林漁業別就業者数の推移

なお、政府は、76年までの第3次計画ではその基本目標として賃金より雇用を重視し、賃金政策を物価安
定の手段として位置づけていたが、77年からの第4次計画では、労働生産性の向上と労働者の生活安定を
図るために適正賃金水準の維持と不当な低賃金の解消が重視されるようになった。
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(4)    第5次5ヵ年計画期から「民主化宣言」まで(1981～87年6月)

韓国経済は80年にマイナス成長を記録したが、その後、全斗煥大統領の下、「第5次経済社会発展5ヵ年
計画」(1982～86年)が実施された頃から立ち直り、85年から86年にかけていわゆる「三低現象」(石油
安、金利安、ドル安)が進んだ時期には、韓国の経済環境は好転し、再び高度経済成長(86年実質GDP前年
比12.4%、87年同12.0%)を達成( 表2-2-5 )するに至った。また、86年には、これまで赤字であった貿易
収支が黒字に転じた( 表2-2-6 )。

なお、80年代に入り、高インフレを背景に、政府は賃金安定政策を採り続けたが、労働者階層間の所得
格差等に対する社会的批判が高まり始める中、労働生産性の向上を進め、これを労働者に適正配分する
ことが、長期的にみてより大きな成果を得ることになるとの方針で対応を進めた。

表2-2-5 実質経済成長率及び1人当たりGDPの推移

表2-2-6 輸出入と国際収支の推移(1980～92年)
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(5)    「民主化宣言」以後(1987年7月～)

1987年6月、いわゆる「民主化宣言」により新憲法に基づく大統領直接選挙制のほか、基本的人権の尊
重、言論の自由等が保障され民主化が進んだ。こうした中、韓国経済は、87年から91年にかけて平均し
て10%弱の経済成長が続いたが、91年央から政府は物価上昇、貿易収支の赤字に対応した引締め政策を
採ったことにより、92年は4.8%の成長にとどまった( 表2-2-5 )。

この「民主化宣言」後、韓国の賃金事情に大きな影響を与えたのは、労働運動の動きである。従来から
工業化の進展に伴い、労働組合数及び組合員数は徐々に増加していたが、朴政権以来の経済成長第一主
義の下、労働運動は、団体行動が事実上禁止に近い等有形無形の制約化におかれ、労働組合形骸化、御
用化が指摘されていた。民主化宣言後これが一変した。すなわち、1)87年から89年にかけて労働組合員
数及び労働組合数が大幅に増加( 表2-2-7 )、2)既存のナショナルセンター韓国労総の路線に反対する在野
の「民主労組」勢力(90年1月に全国労働組合協議会(全労協)結成)が急進的な活動を展開したこと、3)87
年から89年にかけて労働争議件数が大幅に増加したこと( 表2-2-8 )が、労働市場のひっ迫状況とあいまっ
て、賃金引上げに大きな影響を与えた。特に、労働組合は、賃金引上げに当たって比較的賃金水準の低
い生産職・単純労働者等に手厚い賃金引上げを行い格差を縮小させる「下厚上薄」の原則に重きをおい
た要求を行い、種々な面での賃金格差の縮小が一層進んだ。

表2-2-7 労働組合数及び組合員数の推移

表2-2-8 労働争議件数、参加人員、労働損失日数の推移
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また、86年12月に制定された最低賃金法が88年1月から施行された。

なお、政府は、87年の民主化以降労使関係に対する介入を避けていたが、労働争議の大幅増加が続いた
こと等から89年より積極的な介入の姿勢をみせ、使用者側の不当労働行為及び労働組合の違法な争議行
為に対し厳しく対処した。こうした政府の対応等により、90年から争議発生件数は急減した( 表2-2-8 )。
また、賃金引上げについて89年労使に自制を求め、10%以内の抑制方針を打ち出した。その後も賃上げ
率を1けたに抑える等賃金安定対策を進めた。さらに、93年には金泳三大統領の下、労使が賃上げ率ガイ
ドライン(4.7～8.9%)の設定に合意し、労使の自立と協調による賃金交渉がさらに進められる土台を形づ
くった。
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1960年代からの急激な経済発展を背景に、労働者の賃金は上昇を続けた。70年以後の月当たり名目平均
賃金(非農林漁業)は、 表2-2-9 のとおりである。92年の869,284ウォンは、約4年前の88年の446,370ウォ
ンの約2倍となっている。また、実質賃金(同)の上昇率は、 図2-2-4 のとおりである。70年以後、マイナ
ス経済成長となった80年及びその翌年の81年だけが消費者物価上昇率がそれぞれ28.8%、21.3%の高率
であったこと等から実質賃金が前年比マイナスとなっているが、その他の年には順調に上昇してい
る。70～80年は年率8.2%、80～90年は同7.1%となり特に、76年から78年にかけて、及び89年には2け
たの上昇率となっている。

こうした賃金の上昇に伴い、韓国労働者の生活水準は、おおむね向上している。 表2-2-10 は、都市勤労
者家庭の賃金及び家計収入と最低生計費との比較をしたものである。最低生計費に対する賃金総額の比
率は、全産業で88年61.4%、製造業同53.0%と低水準にあるものの、80年から中長期的にみると改善傾
向にある。最低生計費に対する家計勤労所得の比率等ほかの数値も同様の傾向となっている。また、 表
2-2-11 は、家計収入の上位又は下位世帯のそれぞれ全家計所得に占める割合をまとめたものである。70
年代半ばから80年にかけて所得格差が拡大したが、その後は縮小傾向にある。

表2-2-9 労働者の月当たり名目平均賃金額及び上昇率の推移

図2-2-4 実質賃金上昇率の推移(非農林漁業)
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表2-2-10 都市勤労者家計の賃金及び家計収入と最低生計費との比較

表2-2-11 家計収入分布の推移
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韓国経済の急速な発展を背景とした賃金の上昇は、長期的にみて労働者の生活水準の上昇をもたらし、
企業規模間のように一部労働者平均賃金の格差拡大もみられるが、種々の面で賃金格差の縮小が進んで
いる。
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1    産業別賃金の動向と格差

1970年以後の産業大分類別労働者月当たり平均賃金をまとめると、 表2-2-12 のとおりである。これによ
れば、以下のことが分かる。

まず第一に、最近の数値をみると、電気・ガス・水道業、対社会・個人サービス業、金融・保険・不動
産業、建設業の賃金水準が比較的高く、運輸・通信業、製造業が低いことである。

このような格差が生じる要因としていくつかのことが考えられるがそのうちの一つは、産業別にみた労
働生産性の違いである。 表2-2-13 は、産業別労働生産性の推移であるが、90年をみると、電気・ガス・
水道業が最も高く、続いて金融・保険・不動産業、建設業と賃金水準の高い業種の労働生産性が高い。
一方、賃金水準の低い製造業は、労働生産性が比較的低い。ただし、対社会・個人サービス業は賃金水
準が高いにもかかわらず労働生産性は高くない。逆に、運輸・通信業は、賃金水準が比較的低いにもか
かわらず労働生産性は高い結果となっている。産業別賃金格差の生じる第二の要因は、学歴別労働者構
成割合が反映していることである。 表2-2-14 のとおり、労働者平均の学歴別賃金をみると、91年大卒者
を100として、おおよそ短大卒者が70%、高卒者が60%、中卒者が50%となっており、賃金水準の高い電
気・ガス・水道業、対社会・個人サービス業、金融・保険・不動産業、建設業は、 表2-2-15 のとおり、
高学歴者の割合が高い。これに対し、賃金水準の低い運輸・通信業、製造業、鉱業は、中卒及び高卒労
働者の割合が高くなっている。

第二は、長期的にみると、格差の縮小が進んでいることである。

産業大分類別にみた賃金の最高額と最低額を比較すると、70～78年が2.40倍～2.85倍、80～87年が1.93
倍～2.17倍、そして民主化宣言後の88年～92年が1.56倍～1.90倍となっており、最近特に顕著な格差縮
小傾向がみられる( 表2-2-12 )。また、非農林業を100とした各産業ごとの指数を70年と最新の92年を比
較すると、製造業は約10%ポイントの上昇となっているが、その他の産業はいずれも低下している。

表2-2-12 産業別月当たり平均賃金の推移
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表2-2-13 産業別労働生産性の推移

表2-2-14 学歴別月当たり平均賃金の推移(非農林漁業)
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表2-2-15 産業・学歴別労働者数(1991年)

この製造業のうち、韓国経済をこれまで発展させる主導的役割を果たしてきた紡織・被服・皮革、一次
金属、電気機械・製品、輸送用機械を取り出したのが 表2-2-16 である。この表によれば、一次金属及び
輸送用機械の賃金水準が比較的高く、紡織・被服・皮革及び電気機械・製品の賃金水準が低い。こうし
た格差の要因の一つは、前記と同様、産業別にみた労働生産性の違いである。 表2-2-17 は、これら4業
種の労働生産性の格差をまとめたものである。90年をみると、一次金属が最も高く、以下輸送用機械、
電気機械、紡織・被服・皮革と賃金水準の高さと似た傾向であることが分かる。

表2-2-16 製造業のうち主な産業別月当たり平均賃金格差の推移
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表2-2-17 製造業のうち主な産業別労働生産性の推移
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第2部    アジアNIEs・アセアン諸国の賃金変化
第2章    韓国の賃金事情

第2節    賃金構造
2    企業規模別賃金の動向と格差

1978年以後の企業規模別賃金の動向をまとめると、 表2-2-18 のとおりである。

第一に、企業規模が小さくなる程500人以上の大企業との賃金格差が大きい。こうした格差が生じる要因
として、労働生産性の違い( 表2-2-19 )が考えられる。第二に、79～80年にかけて、及び86年に企業規模
間格差縮小の動きがみられたが、これらの時期を除き格差が拡大傾向にある。その背景として、労働生
産性の格差が70年代には縮小したが、80年代には拡大していることが挙げられる。

表2-2-18 企業規模別月当たり平均賃金の推移(非農林漁業)

表2-2-19 事務所規模別労働生産性の推移(製造業)
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第2部    アジアNIEs・アセアン諸国の賃金変化
第2章    韓国の賃金事情

第2節    賃金構造
3    職種別賃金の動向と格差

71年以降の職種別賃金の推移及び格差をまとめたのが、 表2-2-20 である。この表によって最も賃金額の
高い行政・管理職とサービス職等最も額の低い職種の賃金を比較してみると、76年(4.56倍)から82年
(3.31倍)にかけて、また、85年(3.36倍)から90年(2.79倍)にかけて最も縮小している。前者は、70年代半
ば技術・専門職、熟練技能工の労働力不足が全職種に広がり、賃金の格差を縮小させたこと、後者
は、87年の民主化宣言を境目として、労働運動の活発化、賃金要求として「下厚上薄」を目標にかかげ
ていたことなどが反映しているものとみられる。

表2-2-20 職種別月当たり賃金(非農林漁業)
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第2部    アジアNIEs・アセアン諸国の賃金変化
第2章    韓国の賃金事情

第3節    韓国経済の活力維持と生活向上に向けた賃金面での諸問題

順調な成長を遂げてきた韓国経済は、1992年実質GDP4.8%の成長にとどまり、90年9.2%、91年8.5%に
比べ大きく減速した。93年についても、政府は当初6%成長を見込んでいたが、韓国銀行は、5%台前半
の経済成長率予測値を発表している。このように減速傾向にある韓国経済が今後とも活力を維持し、ま
た、労働者の生活の向上を進めるため、賃金面で指摘されている諸問題をまとめる。

第1は、労働生産性の伸びを上回る賃金上昇が続いていることである。

表2-2-21 製造業の名目賃金上昇率及び労働生産性増加率

87年までは賃金上昇率が労働生産性の上昇率とほぼ同じであったが、88年から90年にかけて賃金上昇率
が労働生産性を大きく上回っている( 表2-2-21 )。これを最近4年間について製造業のうち主な産業別にみ
ると、「紡織、被服、皮革」及び「一般機械」は、賃金上昇率が労働生産性上昇率を大幅に上回ってお
り、「一次金属」、「電気機械・製品」及び「輸送用機械」は、90年、91年に労働生産性上昇率が上回
る、又は差が縮小してきている( 表2-2-22 )。韓国の高度経済成長は輸出主導型で成し遂げられてきた。
今後も同様の方向で経済運営がなされるものとみられる。労働生産性の伸びを上回る賃金の上昇が進む
ことによって、韓国製品の国際価格競争力は、先進国と急速に発展しつつあるアセアン諸国等開発途上
国との間で低下が否めないものとなっている。全経連も93年秋「主要競争国家の要素別競争力比較」を
まとめ、賃金などの面において他のNIEs諸国に比べて劣っているとし、特に賃金がここ数年生産性の上
昇を伴わないで上昇したことが競争力低下の原因になっていると分析している。

第2は、大企業を中心として各種手当の増加により賃金体系が複雑になりすぎているとの指摘がある。
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近年の韓国での賃金交渉の結果は、 表2-2-23 のとおりであるが、この間政府は賃金安定政策を採り、大
企業を中心に企業に対し賃金引き上げの抑制指導を進めた。企業は、政府の方針に沿うよう賃上げ率を
抑える方向で交渉に臨んだが、労働者の不満を解消せざるを得ず各種手当( 表2-2-24 )を新設、又は増額
することによって、賃金抑制分を補填してきた。韓国経営者総協会が実施した「韓国企業の賃金管理調
査」(92年)によれば、87年の民主化宣言以後「手当の種類が増えている」と回答した企業は52.9%に達
し、企業規模が大きい程割合が高い。また、その理由については、「実質賃金引上げを保障しなければ
ならないため、基本給の引き上げを抑制する代わりに手当が増えた」と回答したのが41.7%と最も多く
なっている。

表2-2-22 主要産業別名目賃金上昇率及び労働生産性上昇率

表2-2-23 賃金交渉状況の推移

表2-2-24 各種手当の例

こうした諸手当の新設、拡大は、次のような問題点が指摘されている。1)賃金交渉における名目の賃上
げ率は低めに抑えることができても、実際の賃金引上げ率はそれを大きく上回ることになった、2)手当
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の中には合理的な根拠とは関係なく新設されたものもあり、賃金本来の機能を失っていることがある。
例えば、現行の年功給べースの賃金体系がすでに扶養家族の増加に伴う生計費上昇分と勤続年数を反映
しているにもかかわらず、家族手当と勤続手当を別途に支給することが見受けられる。3)賃金体系が非
常に複雑になり、例えば企業によっては50種類以上の手当があり、賃金管理に多大な労力が必要となっ
ている場合があり、また、労働者も自分の賃金がどのように構成され、それぞれの構成項目ごとに賃金
がどのように支払われているのか分かりにくい、4)賃金交渉時に賃金引上げ基準が明瞭でないため、労
使間に不必要な摩擦が生じる場合がある、5)政府が賃金政策を立案する上で確固とした企業の賃金状況
を把握することが困難となりつつある。

第3は、退職金制度が企業の財務構造の負担になりつつあるとの指摘がある。

韓国における退職金制度は、61年の改正勤労基準法で「継続勤労年数1年に対し、30日分以上の平均賃金
を退職金として退職する勤労者に支給する制度を設定すること」とされ、その支給が法律で義務づけら
れている。また、その適用対象企業は、89年3月から企業規模5人以上となっている。そして、退職金の
性格は、大法院判例(75.7.22)で「使用者が勤労者に支給する退職金は勤労提供に対する未払い賃金の支
給が蓄積されたものがその財源となるものとして、本質的に後払い賃金である性格を持つ」とされ、功
労褒賞として企業が支払うものではなく、賃金の一部であり勤労条件の一つとしてとらえられている。

退職金の支給内容を日本と比較しながらまとめるとおおよそ次のとおりである。

1) 退職一時金の受給に必要な最低勤続年数は、前述のとおり韓国では退職理由を問わず1年間であ
るが、日本では、その支払いが法律によって義務づけられていない一方、会社都合による退職の場
合は2年、自己都合による退職の場合が2年9ヵ月(労働省「賃金労働時間制度等総合調査」89年)と
なっている。 

2) 退職金の算定基礎額は、韓国では退職前3ヵ月に支給された賃金総額をもとに算出される。賃金
総額とは、使用者が労働の対価として支給した一切の金品をいい、基本給をはじめ、賞与、各種手
当等労働契約で支給が義務づけられているもの、慣例的に支給しているすべてのものが含まれる。
これに対し、日本では、退職時の賃金を算定基礎額とする企業が多いが、それも基本給のみ又は基
本給の一部としている企業の割合が多く( 表2-2-25 )、韓国の方が算定基礎とする賃金の対象範囲が
広くなっている。

表2-2-25 日本における退職一時金算定基礎額の種類別企業数の割合(支払い準備形態が社内準備の

企業のみ)
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3) 退職金が月収の何ヵ月分支払われているかを在職期間別にみると、韓国は、企業平均で在職期間
20年間で23.05ヵ月分、同25年間で29.15ヵ月、同30年間で35.22ヵ月となっている。しかし、在職
期間が長期間になる程退職金の算定支給月数が長くなる累進制を導入している企業があり(韓国労働
部調査82年調査対象企業のうち累進制を導入している企業の割合21.6%、産業別には金融保険業
58.4%、鉱業52.3%、その他の産業20～30%台)、これらの企業の平均では、在職期間25年間で
44.48ヵ月、同30年間で54.48ヵ月となっており、このうち企業によっては同25年間で100ヵ月、30
年間で120ヵ月のところもみられる( 表2-2-26 )。日本は 表2-2-27 のとおりであり、男子定年退職
者のものであることから韓国と厳密には比較することはできないが、韓国の企業は累進制導入企業
をはじめとして算定支給月数が日本の企業より長い。 

以上のような状況から、累進制を導入している企業を中心として退職金が企業に重い負担をかける要因
になりつつある。また、韓国における日系企業は、賃金を含め労働条件が韓国企業に比べてよく、その
ため労働者の定着率もよく勤続年数が長いことから、退職金負担が今後非常に大きくなる恐れがあると
いわれている。ただし、近年累進制を採用している企業の割合が一時より低くなっているとの見方(韓国
労総調査 87年 調査対象企業のうち累進制を導入している企業の割合34.6%、韓国労働研究院調査89年同
24.9%)がある。また、韓国の労働者の勤続年数が日本企業に比べて短く、賃金が高くならないうちに離
転職するので、見た目よりは負担が少ないとの意見もあるが、ここ数年勤続年数が伸びている実態もあ
り留意を要する。

表2-2-26 協約規定上の退職金支給率

表2-2-27 日本における男子定年退職者の退職金支給率

また、87年の民主化宣言以前には、全般的な低賃金の下で社会保障制度も不十分であったため、退職金
制度が労働者の退職後や老後生活を保障する機能を果たしてきた。しかし、その後、持続的な賃金上昇
により高賃金の時代に入っただけでなく、88年から国民福祉年金制度が施行されているし、雇用保険制
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度や企業年金などの導入も検討されており、現行の退職金制度は社会保障的な機能の側面から再検討が
必要といわれている。
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